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   第 140回武蔵野市建築審査会会議要録 

 

１  日時  

  平成 24年８月10日（金曜日） 午後２時30分から午後４時30分まで 

２  会場  

  武蔵野市役所 411会議室 

３  出席者 

 (1) 委員４人 

 (2) 特定行政庁 建築指導課長、同課建築確認担当課長、同課審査係長、

同課審査係員 

 (3) 事務局 まちづくり推進課長、同課課長補佐、同課主事 

４  議事の概要 

 (1) 開会  

 事務局から議事の内容及び進行について説明を行った。 

 内容は、同意議案２件である。 

 議 案 第 ７ 号  建 築 基 準 法 第 43条 第 １ 項 た だ し 書 許 可 同 意 （ 無 接 道建

築物） 

 議 案 第 ８ 号  建 築 基 準 法 第 43条 第 １ 項 た だ し 書 許 可 同 意 （ 無 接 道建

築物） 

    

 (2) 議事  

  【議案第７号について】 

（委   員）  法第43条第１項に抵触することとなった東京都が分

譲した範囲は、市道--号線、市道---号線、市道---号

線に囲まれた範囲ということでよいか。 

（特定行政庁）  申請地東側の通路、市道 ---号線の１路線東側通路、

市道---号線に囲まれた範囲となる。 

（委   員）  敷地から一方後退させている理由は何なのか。 

（特定行政庁）  許可を得る際には実態として 4ｍの幅員が必要であ

るが、現道から東西どちらかの敷地に後退するという

ことでは折り合いがつかなかったため、許可する際に

は東西敷地各々が後退をして空地を確保することとな

った。そのため、通路両側が後退を行うと４ｍ以上と

なり、通路全体として４ｍ以上の幅員が確保できた段

階で位置指定道路等について検討を行うと思われる。

東京都の時代からこのように運用している。 

（委   員）  -------、 -------の後退の仕方はどうなっているの
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か。 

（特定行政庁） 通路の反対側から４ｍ確保する形で後退している。 

   （委    員）  建替えを行ったところから後退しているということ

か。 

   （特定行政庁） 建替えのある箇所から順次後退しているが、一方が

後 退 し た か ら と い っ て 対 面 側 の 家 は 後 退 し な く て い

いというわけではなく、あくまでも現在の 2.8ｍ通路

からの後退で４ｍ幅員となるように後退を行う。 

（事 務  局）  現道2.8ｍから両方の民地が1.2ｍずつ後退を行うこ

とで、建替えの際には一方後退でも４ｍ幅員が確保で

きるようにしている。両方が後退すると、通路幅員は

5.2ｍとなる。 

（委   員）  前回の建替えの際に４ｍ通路を確保していたつもり

だったとのことだが、16㎜足りなかったと分かったの

はいつ頃か。 

（特定行政庁） 今回の申請の際に判明した。前回の申請の際には特

定行政庁でも幅員がとれていることを確認していたが、

その後改めて、土地家屋調査士が境界石を入れる時に

筆から４ｍと勘違いしたため、ずれが生じてしまった。 

（委   員）  「現道2.8ｍ」は現場に行けば確認が可能なのか。 

（特定行政庁） 現在のL型の位置で確認している。 

（委   員）  片方が後退した後に現道の反対から４ｍで測られて

しまっては困るのではないか。 

（特定行政庁） 申請時には、現道寸法及び後退寸法を記載している。 

（委   員）  ４ｍ確保するためとあるが、「４ｍ以上」とした方

がいいのではないか。 

（特定行政庁） ご指摘のとおり修正を行う。 

（委   員）  ２年前に建築した業者と同じか。 

（特定行政庁） 違う業者となっている。 

（委   員）  建築主は前回の申請とは違う者か。 

（特定行政庁） 同一の方が建てる計画としている。 

（委   員）  申請にあたっては現地に確認に行くと思うが、その

際には通路の後退位置に仮の鋲のようなものは入るの

か。それを無視して新たな杭を打ったのか。 

（特定行政庁） 平成22年に現在の取扱い基準と運用指針を定めたが、

平成21年当時は明確な基準がなかったため、位置の確

認ができればよしとしてきた経緯がある。当時は分筆
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に至らなかったものも空地が確保できるということで

許可をしていた。そのため、許可がおりた後に分筆が

行われ、許可申請の際の位置と変わってしまっていた。

その後完了検査が民間に出てしまったため、今まで確

認ができていなかったが、今回の申請で改めて測り直

したところ、ずれていることがわかり、再度不足分を

分筆してもらった。 

 

以上の審議の結果、同意とすることに決定した。 

 

【議案第８号について】 

（委   員）  モルタルの塗りしろを含めれば４ｍ幅員となるため、

民地は後退する必要がないということか。 

（特定行政庁） そのようになる。 

（委   員）  長屋４戸とあるが、戸数に対しての制限はないのか。 

（特定行政庁） そういった基準はない。通路部分は市が買収してお

り、市道を目指している。 

（委   員）  緊急の場合を含め、ボラードはどのような管理にな

っているのか。 

（特定行政庁） 緊急の場合は鍵を外して抜くようになっている。 

（委   員）  鍵は地元に預けているか。 

（特定行政庁） 地元には預けておらず、市側が鍵を管理しているた

め、緊急時は基本的に市側が鍵をもっていくことにな

るが、消火活動などの特に緊急を要する場合について

は、ボラードの鍵を切ることも想定している。 

（委   員）  一般的にこういった場合は地元の人が鍵を管理する

例があるが、武蔵野市では行っていないのか。 

（特定行政庁） 地域防災公園のあるような場所については管理をし

ている例があるが、当該地については管理をしていな

い。 

 

以上の審議の結果、同意することに決定した。 

以上をもって閉会した。 


